
法務局における
所有者不明土地問題の解消に向けた取組

福岡法務局民事行政部不動産登記部門
登記官 斉藤 雅彦
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※平成３０年１１月１５日一部施行，令和元年６月１日全部施行

※令和元年５月２４日公布，施行日未定（公布後①６月以内，②１年６月以内）

相続登記の意義・必要性の広報

・すぐに相続登記をした場合
のメリット，相続登記をしない
で放っておいた場合のデメ
リット等の周知

・関係機関（日本司法書士連
合会，日本土地家屋調査士
連合会）と連携した広報

・情報誌やJR駅でのデジタル
サイネージによる広報 など

法定相続情報証明制度の創設（H29（2017）.5～）

・相続登記の促進効果の高
い制度の創設

・相続に関する各種手続を同
時に進められるとともに，同
手続の担当部署の負担軽減

・利用者に相続登記を直接的
に促す

長期相続登記等未了土地解消作業（H30（2018）.11
～）

表題部所有者不明土地解消作業（R1
（2019）～）

Ａ銀⾏(預⾦払戻)

登記所(相続登記)

⼾籍書類
⼀式 法定相続情報⼀覧図

の写し(無料で必要な
通数を交付)

これまで 法定相続情報証明制度

返却

返却
Ｂ銀⾏(預⾦払戻)

法務局における所有者不明土地問題の解消に向けた取組法務局における所有者不明土地問題の解消に向けた取組

※そのほか，相続登記における登録免許税の免税措置を実施
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
（平成３０年法律第４９号）

• 地域福利増進事業の創設等（国土交通省）

• 長期相続登記等未了土地について，登記官が登記名義人の法定相続人を
探索し，その法定相続人に関する一覧図を登記所に備え付ける制度の創
設

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関す
る法律（令和元年法律第１５号）

• 表題部所有者不明土地について，登記官が所有者を探索し，その結果を
登記簿に反映させる制度の創設（①）

• 探索しても所有者を特定できなかった土地について，適切な管理制度を創
設（②）

※平成３０年１１月１５日一部施行，令和元年６月１日全部施行

※①令和元年１１月２２日施行，②令和２年１１月１日施行予定
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不動産登記（土地）不動産登記（土地）

所有権登記（甲区）あり 表題部のみ

正常な登記正常に登記されていない
相続登記が
されている

（長期間）
相続登記がされていない

長期相続登記等未了土地 表題部所有者不明土地

法務局による解消作業

所有者の探索が特に困難

所有者不明
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長期相続登記等未了土地解消作業

戸籍謄本等を収集し，法定相続人の一覧図
（法定相続人情報）を作成・備付け

①長期間相続登記等がされていない

②所有権の登記名義人の死亡後３０年を
経過している

地方自治体

公共事業の予定地域を
情報提供

法務局法務局

調査
長期間相続登記等がされていない旨等を
職権で付記登記

法定相続人に相続登記を促す通知を発送
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長期相続登記等未了土地解消作業

地方自治体

この付記登記があれば，登記所に法定相続人
情報が備え付けられていることが分かる

法定相続人情報の閲覧請求

用地取得に当たって，法定相続人
を探索する必要がない

所有者探索コストの削減，簡便化
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法務局の長期相続登記等未了土地解消作業の活用例

地方自治体

公共事業の計画 所有者調査 用地買収

作業期間(見込み)：約８か月～１年程度

公共事業の情報提供 法定相続人情報の作成・備付け

①長期間相続登記等がされていない

②所有権の登記名義人の死亡後３０年を
経過している

長期相続登記等未了
土地解消作業

法定相続人の数が多いため，
法定相続人の探索に時間と
コストを要する土地

法定相続人の数が多いため，
法定相続人の探索に時間と
コストを要する土地

法定相続人の数が多いため，
法定相続人の探索に時間と
コストを要する土地

※公共事業の予定地域
が決まったら，その情報
を法務局に提供

法務局が探索した土地以外の土地
について，所有者調査を行う

コスト削減

法務局の情報を活用

簡便化

（例年３～５月頃） （翌年１～３月頃）
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表題部所有者不明土地解消作業

• 所有権の登記がない一筆の土地のうち，登記記録の表題部に所有者の
氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていないもの

表題部所有者不明土地

①住所の記載がない（氏名のみ）土地

②字持地（あざもちち） 「大字○○」

③記名共有地 「甲野太郎外○名」

①85％

②11％
③４％

＜種類別の割合等（法務省調査）＞

全国約５０万筆調査の結果，表題
部所有者不明土地は約１％存在
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表題部所有者不明土地解消作業

作業対象土地の選定

調査

所有者等の特定・登記

・自然災害による被害の復旧・復興作業等を行う必要がある地域
・防災・減災対策等を講じる必要がある地域
・まちづくりなどの土地利用に関する計画を策定している地域 など

・登記官は，登記所が保管する資料（旧土地台帳等），地方自治体が保管する
資料（戸籍，固定資産課税台帳等）などにより，所有者を調査する。

・必要に応じて，所有者等探索委員（土地家屋調査士，司法書士等）を任命し，
調査をさせる。

・登記官は，調査結果を踏まえて，所有者等を特定する。
・特定した所有者等を表題部所有者として登記する。
・所有者等を特定できなかったときは，その旨及び理由を登記する。

【登記の例】

①甲野太郎 → 福岡市中央区○○丁目○番○号 甲野太郎

②大字○○ → ○○市

③甲野太郎外２名 → 福岡市中央区○○丁目○番○号 持分☆分の１ 甲野太郎
福岡市中央区△△丁目△番△号 持分☆分の１ 乙野次郎
福岡市中央区□□丁目□番□号 持分☆分の１ 丙野三郎

令和元年１１月２２日施行
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所有者等特定不能土地の
管理・処分について利害関
係を有する者

利害関係人
（地方自治体等）

特定不能土地等
管理命令

①申立て
②必要があると認めるとき

特定不能土地等管理者

④嘱託登記
③選任

特定不能土地等管理者による
管理を命ずる処分

所有者等を特定できなかった旨等の登記がされた土地（所有者等特定不能土地）

【管理者の権限】

・保存行為，利用行為，改
良行為

・裁判所の許可を得れば，
処分行為（売買）も可能

登記官が探索し，所有者等を特定できなかったとしても，登記官が探索した土地であれば，特定不能
土地等管理者が選任されることにより，表題部所有者不明土地の売却・購入が可能になる

令和２年１１月１日施行予定

法務局の表題部所有者不明土地解消作業の活用例



令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
登
記
官
に
よ
る
表
題

部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
の
探
索
及
び
当
該
探
索
の
結
果
に
基
づ
く
表
題
部
所
有
者
の
登
記
並
び
に
所
有
者

等
特
定
不
能
土
地
及
び
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
の
管
理
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
表
題
部
所
有
者
不

明
土
地
に
係
る
権
利
関
係
の
明
確
化
及
び
そ
の
適
正
な
利
用
を
促
進
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
国

民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
」
と
は
、
所
有
権
（
そ
の
共
有
持
分
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。）の
登
記
が
な
い
一
筆
の
土
地
の
う
ち
、
表
題
部
に
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
の
全
部
又
は
一

部
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
者
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
登

記
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
所
有
者
等
」
と
は
、
所
有
権
が
帰
属
し
、
又
は
帰
属
し
て
い
た
自
然
人
又
は
法
人
（
法
人

で
な
い
社
団
又
は
財
団
（
以
下
「
法
人
で
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。）を
含
む
。）を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
」
と
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
定
め
る
登
記
が
あ
る

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
（
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
共
有
持
分
に
つ
い
て
当
該
登
記
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
共
有
持
分
）
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
」
と
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
定
め
る
登
記
が
あ
る
表

題
部
所
有
者
不
明
土
地
（
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
共
有
持
分
に
つ
い
て
当
該
登
記
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
共
有
持
分
）
で
あ
っ
て
、
現
に
法
人
で
な
い
社
団
等
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
登
記
記
録
」、「
表
題
部
」
又
は
「
表
題
部
所
有
者
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
不
動
産
登
記
法（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
十
号
に
規
定
す
る
登
記
記
録
、
表
題
部
又
は
表

題
部
所
有
者
を
い
う
。

第
二
章

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題
部
所
有
者
の
登
記

第
一
節

登
記
官
に
よ
る
所
有
者
等
の
探
索

（
所
有
者
等
の
探
索
の
開
始
）

第
三
条

登
記
官
は
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
（
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
登
記
が
あ
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
、
当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
現
況
、
当
該
表
題
部
所
有
者

不
明
土
地
の
周
辺
の
地
域
の
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
及
び
当
該
地
域
に
お
け
る
他
の
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
分

布
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
職
権
で
、
そ
の
所
有
者
等
の
探
索
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

登
記
官
は
、
前
項
の
探
索
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
旨
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
又
は
資
料
の
提
出
）

第
四
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
登
記
官
に
対
し
、
表
題
部
所
有
者

不
明
土
地
の
所
有
者
等
に
つ
い
て
、
意
見
又
は
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官

が
意
見
又
は
資
料
を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
、
か
つ
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
旨
を
公

告
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
十
五
号

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題
部
所
有
者
の
登
記

第
一
節

登
記
官
に
よ
る
所
有
者
等
の
探
索
（
第
三
条

第
八
条
）

第
二
節

所
有
者
等
探
索
委
員
に
よ
る
調
査
（
第
九
条

第
十
三
条
）

第
三
節

所
有
者
等
の
特
定
及
び
表
題
部
所
有
者
の
登
記
（
第
十
四
条

第
十
六
条
）

第
四
節

雑
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
三
章

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
の
管
理
（
第
十
九
条

第
二
十
九
条
）

第
四
章

特
定
社
団
等
帰
属
土
地
の
管
理
（
第
三
十
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
一
条

第
三
十
三
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
三
十
四
条
・
第
三
十
五
条
）

附
則





令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
登
記
官
に
よ
る
調
査
）

第
五
条

登
記
官
は
、
第
三
条
第
一
項
の
探
索
の
た
め
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
に
所
在
す

る
土
地
の
実
地
調
査
を
す
る
こ
と
、表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
、占
有
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
そ
の
知
っ

て
い
る
事
実
を
聴
取
し
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
の
探
索
の

た
め
に
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
調
査
）

第
六
条

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
登
記
官
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
又
は
そ
の
周

辺
の
地
域
に
所
在
す
る
土
地
の
実
地
調
査
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
の

限
度
に
お
い
て
、
登
記
官
に
、
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
官
を
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、そ
の
旨
並
び
に
そ
の
日
時
及
び
場
所
を
当
該
土
地
の
占
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
垣
、
柵
等
で
囲
ま
れ
た
他
人
の
占
有
す
る
土
地
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
登
記
官

は
、
そ
の
立
入
り
の
際
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
土
地
の
占
有
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は
、
土
地
の
占
有
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
前
項
に
規
定
す
る
土
地
に

立
ち
入
っ
て
は
な
ら
な
い
。

５

土
地
の
占
有
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
て
は
な
ら

な
い
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
す
る
場
合
に
は
、
登
記
官
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
損
失
を
受
け
た
者
に

対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
の
嘱
託
）

第
七
条

登
記
官
は
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
者
が
遠
隔
の
地
に
居
住
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
他
相
当
と
認

め
る
と
き
は
、
他
の
登
記
所
の
登
記
官
に
第
五
条
の
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

第
八
条

登
記
官
は
、
第
三
条
第
一
項
の
探
索
の
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に

対
し
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

所
有
者
等
探
索
委
員
に
よ
る
調
査

（
所
有
者
等
探
索
委
員
）

第
九
条

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
に
、
第
三
条
第
一
項
の
探
索
の
た
め
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
、
登
記
官
に
意
見
を

提
出
さ
せ
る
た
め
、
所
有
者
等
探
索
委
員
若
干
人
を
置
く
。

２

所
有
者
等
探
索
委
員
は
、
前
項
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
法
務
局

又
は
地
方
法
務
局
の
長
が
任
命
す
る
。

３

所
有
者
等
探
索
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

４

所
有
者
等
探
索
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

所
有
者
等
探
索
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
所
有
者
等
探
索
委
員
の
解
任
）

第
十
条

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
所
有
者
等
探
索
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

そ
の
所
有
者
等
探
索
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
所
有
者
等
探
索
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
所
有
者
等
探
索
委
員
に
よ
る
調
査
等
）

第
十
一
条

登
記
官
は
、
第
三
条
第
一
項
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
有
者

等
探
索
委
員
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
を
行
う
べ
き
所
有
者
等
探
索
委
員
は
、
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
が
指
定
す
る
。

３

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
そ
の
職
員
に
、
第
一
項
の
調
査
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
有
者
等
探
索
委
員
に
よ
る
調
査
へ
の
準
用
）

第
十
二
条

第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、所
有
者
等
探
索
委
員
に
よ
る
前
条
第
一
項
の
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
登
記
官
に
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
等
探
索
委
員
又
は
第
十
一
条
第
三

項
の
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
有
者
等
探
索
委
員
等
」
と
い
う
。）に
」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び

第
六
項
中
「
登
記
官
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
等
探
索
委
員
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
所
有
者
等
探
索
委
員
の
意
見
の
提
出
）

第
十
三
条

所
有
者
等
探
索
委
員
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
調
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、登
記
官
に
対
し
、

そ
の
意
見
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

所
有
者
等
の
特
定
及
び
表
題
部
所
有
者
の
登
記

（
所
有
者
等
の
特
定
）

第
十
四
条

登
記
官
は
、
前
二
節
の
規
定
に
よ
る
探
索
（
次
節
に
お
い
て
「
所
有
者
等
の
探
索
」
と
い
う
。）に
よ
り
得

ら
れ
た
情
報
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
当
該
探
索
に
係
る
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
が
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
判
断
（
第
一
号
又
は
第
三
号
に
あ
っ
て
は
、
表
題
部
所
有
者
と
し

て
登
記
す
べ
き
者
（
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
の
う
ち
、
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
の
特
定
を
含
む
。）を
す
る
と
と
も
に
、
第
四
号
に

掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
が
同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
が
数
人
の
共
有
に
属
し
、
か
つ
、
そ
の
共
有
持
分
の
特
定
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
共
有
持
分
に
つ
い
て
も
特
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
べ
き
者
が
あ
る
と
き
（
当
該
表
題
部
所
有
者

不
明
土
地
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
全
て
の
共
有
持
分
に
つ
い
て
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登

記
す
べ
き
者
が
あ
る
と
き
。）。

二

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
べ
き
者
が
な
い
と
き
（
当
該
表
題
部
所
有
者

不
明
土
地
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
全
て
の
共
有
持
分
に
つ
い
て
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登

記
す
べ
き
者
が
な
い
と
き
。）。

三

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
べ

き
者
が
な
い
共
有
持
分
が
あ
る
と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）。

四

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
由
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
（
当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
共
有
持
分
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
有
者
等
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

ロ

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
表
題
部
所

有
者
不
明
土
地
が
法
人
で
な
い
社
団
等
に
属
す
る
と
き
又
は
法
人
で
な
い
社
団
等
に
属
し
て
い
た
と
き
（
当
該

法
人
で
な
い
社
団
等
以
外
の
所
有
者
等
に
属
す
る
と
き
を
除
く
。）に
お
い
て
、
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す

べ
き
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

２

登
記
官
は
、
前
項
の
判
断
（
同
項
の
特
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
所
有
者
等
の
特
定
」
と
い
う
。）を

し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い

う
。）を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
題
部
所
有
者
の
登
記
）

第
十
五
条

登
記
官
は
、
所
有
者
等
の
特
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
所
有
者
等
の
特
定
に
係
る
表
題
部
所
有
者
不
明
土

地
に
つ
き
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
表
題
部
所
有
者
の
登
記
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

登
記
官
は
、
不
動
産
登
記
法
第
二
十
七
条
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題

部
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
所
有
者
等
の
特
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
登
記
す
る
も
の
と
す

る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
べ
き

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
同
項
後
段
の
特
定
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
共
有
持
分
を
含
む
。）

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

そ
の
旨
（
同
項
後
段
の
特
定
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
共
有
持

分
を
含
む
。）





令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報

三

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

当
該
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
べ
き

者
が
あ
る
共
有
持
分
に
つ
い
て
は
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
同
項
後
段
の
特
定
を
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
共
有
持
分
を
含
む
。）、
表
題
部
所
有
者
と
し
て
登
記
す
べ
き
者
が
な
い
共
有
持
分
に
つ
い
て
は
そ
の

旨
（
同
項
後
段
の
特
定
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
共
有
持
分
を
含
む
。）

四

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
同
号
の
事
由
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
事
項

イ

前
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
場
合

そ
の
旨

ロ

前
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合

そ
の
旨

２

登
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
後
の
公
告
）

第
十
六
条

登
記
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節

雑
則

（
所
有
者
等
の
探
索
の
中
止
）

第
十
七
条

登
記
官
は
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
に
関
す
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
と
き
、
そ

の
他
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
三
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
に
係
る
所
有
者

等
の
探
索
、
所
有
者
等
の
特
定
及
び
登
記
に
係
る
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
八
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
に
係
る
所
有
者
等
の
探
索
、
所
有
者
等
の
特

定
及
び
登
記
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

第
三
章

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
の
管
理

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
）

第
十
九
条

裁
判
所
は
、
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の
申

立
て
に
よ
り
、
そ
の
申
立
て
に
係
る
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
を
対
象
と
し
て
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
（
次
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
を
い
う
。第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分（
以

下
「
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
」
と
い
う
。）を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
立
て
を
却
下
す
る
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
を
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
、
即
時
抗
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
発
令
さ
れ
た
後
に
当
該
特
定
不
能
土
地
等
管
理

命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
の
管
理
、
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
特
定
不

能
土
地
等
管
理
者
が
得
た
財
産
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
選
任
等
）

第
二
十
条

裁
判
所
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
に
お
い

て
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

３

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
特
定
不
能
土
地

等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
に
つ
い
て
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
登
記
を
嘱
託

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
登
記
の
抹
消
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
権
限
）

第
二
十
一
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
定
不
能
土
地
等

管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
及
び
そ
の
管
理
、
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
特
定
不
能
土

地
等
管
理
者
が
得
た
財
産
（
以
下
「
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
」
と
い
う
。）の
管
理
及
び
処
分
を
す
る
権
利
は
、

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
に
専
属
す
る
。

２

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
が
次
に
掲
げ
る
行
為
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
存
行
為

二

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
性
質
を
変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
又
は
改
良
を
目
的
と
す
る
行

為

３

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
不
能
土

地
等
管
理
者
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
第
二
項
の
許
可
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可
を
求
め
る
理
由
を
疎
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
許
可
の
申
立
て
を
却
下
す
る
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
管
理
）

第
二
十
二
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
就
職
の
後
直
ち
に
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有

者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
管
理
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
の
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
に
関
す
る
訴
え
の
取
扱
い
）

第
二
十
三
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
に
関
す
る
訴
え

に
つ
い
て
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
を
原
告
又
は
被
告
と
す
る
。

２

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所

有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
に
関
す
る
訴
訟
手
続
で
当
該
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
所
有
者
（
所
有
権
（
そ
の
共

有
持
分
を
含
む
。）が
帰
属
す
る
自
然
人
又
は
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
等
を
含
む
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。）を
当
事
者
と
す
る
も
の
は
、
中
断
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
中
断
し
た
訴
訟
手
続
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
継
の
申
立
て
は
、
相
手
方
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
を
当
事
者
と
す
る
所
有
者
等

特
定
不
能
土
地
等
に
関
す
る
訴
訟
手
続
は
、
中
断
す
る
。

５

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
所
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
中
断
し
た
訴
訟
手
続
を
受
け
継
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
継
の
申
立
て
は
、
相
手
方
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
義
務
）

第
二
十
四
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土

地
等
の
所
有
者
の
た
め
に
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
所

有
者
の
た
め
に
、
誠
実
か
つ
公
平
に
第
二
十
一
条
第
一
項
の
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
辞
任
）

第
二
十
五
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
辞
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
前
項
の
許
可
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
を
疎
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
許
可
の
申
立
て
を
却
下
す
る
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
辞
任
の
許
可
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
解
任
）

第
二
十
六
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
が
そ
の
任
務
に
違
反
し
て
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所

有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
に
著
し
い
損
害
を
与
え
た
こ
と
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害

関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
を
解
任
す
る
場
合
に
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者

の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
報
酬
等
）

第
二
十
七
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土

地
等
か
ら
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
費
用
の
前
払
及
び
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
又
は
報
酬
の
額
を
定
め
る
裁
判
を
す
る
場
合
に
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
の
陳
述

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
又
は
報
酬
の
額
を
定
め
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
に
限
り
、

即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
供
託
等
）

第
二
十
八
条

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土

地
等
の
管
理
、
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
金
銭
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
の
た
め
に
、
当
該
金
銭
を
当
該

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
し
た
と
き
は
、法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
旨
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
取
消
し
）

第
二
十
九
条

裁
判
所
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
が
管
理
す
べ
き
財
産
が
な
く
な
っ
た
と
き
（
特
定
不
能
土
地
等

管
理
者
が
管
理
す
べ
き
財
産
の
全
部
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。）、
そ
の
他
特
定
不

能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
く
な
っ

た
と
き
は
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
若
し
く
は
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
特
定
不
能
土
地
等

管
理
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
所
有
者
が
当
該
所
有
者
等
特
定
不

能
土
地
等
の
所
有
権
（
そ
の
共
有
持
分
を
含
む
。）が
自
己
に
帰
属
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
当

該
所
有
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
不
能
土
地
等
管
理
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、特
定
不
能
土
地
等
管
理
者
は
、

当
該
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
事
務
の
経
過
及
び
結
果
を
報
告
し
、
当
該
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
を
引
き
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
章

特
定
社
団
等
帰
属
土
地
の
管
理

第
三
十
条

裁
判
所
は
、
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
が
帰
属
す
る
法
人
で
な
い

社
団
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
法
人
で
な
い
社
団
等
の
全
て
の
構
成
員
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利

害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
申
立
て
に
係
る
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
を
対
象
と
し
て
、
特
定
社
団
等
帰
属
土

地
等
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
等
管
理
命
令
」
と
い
う
。）を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
章
（
第
十
九
条
第
一
項
を
除
く
。）の
規
定
は
、
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
等
管
理
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
（
第
三
項
を
除
く
。）、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二

十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
等
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
自
然
人
又
は
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
等
を

含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
法
人
で
な
い
社
団
等
」
と
、
前
条
第
二
項
中
「
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
所
有
者
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
等
の
所
有
者
」
と
、「
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
等
の
所
有
権
（
そ
の
共
有
持

分
を
含
む
。）が
自
己
に
帰
属
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
等
が
帰
属
す
る
法
人
で
な
い
社
団

等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
選
任
さ
れ
た
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

（
非
訟
事
件
の
管
轄
）

第
三
十
一
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
は
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判

所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
非
訟
事
件
の
手
続
の
特
例
）

第
三
十
二
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十

一
号
）
第
四
十
条
及
び
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

第
三
十
三
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。

第
六
章

罰
則

第
三
十
四
条

第
六
条
第
五
項
（
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
て
、
第
六
条
第
一

項
（
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者
は
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
五
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人

の
業
務
に
関
し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、

同
条
の
刑
を
科
す
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

法
務
大
臣

山
下

貴
司

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





 第二節 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例 

第四十条 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの

求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人

に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当

し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内におい

て政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所

有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長

期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認する

ために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することがで

きる。 

２ 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者

を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告すること

ができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等

を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。 

３ 登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に

対し、第一項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の

登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。 

４ 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による所有権の登記にする付記についての

登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第二項の規定による勧告及び

通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。 
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